
 
講座名 

 
内容 

 
開催時期 
（回数） 

 
公民館介護予防事業 
やまびこ学級（前期） 

 
 ６５歳以上の方を対象に医療、運動、栄養、
教養講座など健やかに過ごすための講座を
予定しています。 

 
５月〜８月 
（全７回） 

 
 

子育てサロン 
ぽっかぽか 

  
乳幼児と保護者の方を対象にした遊びと

交流の場です。季節の工作、手遊び、体操、
読み聞かせなどを毎月１回行います。 
 乳児クラスと幼児クラスのお子さんに分
かれて行います。 

 
4 月〜３月 
（全１２回） 
スペシャル 
２回含む 

 
ハッピー 

ベビータッチ 

  
赤ちゃんの健やかな成長に欠かせない 

スキンシップの方法を学ぶ講座です。 
 ハイハイ前のお子さんとハイハイできる
お子さんに分かれて行います。 

 
4 月〜２月 
（全１１回） 

 

大東公民館だより
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 3 月１日号  NO.３３６ 
〒330-0043 さいたま市浦和区大東２－１３－１６ 
電話・FAX:0４８－８８６－０６５６   E メール:daito-pub@city.saitama.lg.jp 
  

大東公民館 令和６年度４・５月開催予定の講座 

＊上記の講座名・内容・開催時期・回数は、予定で掲載しています。 
＊変更になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 
＊申込み方法などの詳細につきましては、4 月号からの大東公民館だよりに順次掲載いたします。 
＊令和６年度予算の執行を伴う事業については、市議会２月定例会での議決後に確定します。 

mailto:daito-pub@city.saitama.lg.jp


「大東公民館の歩み」その２   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度会員募集中グループ一覧表について  
掲載希望のグループは３月１５日（金）までに「掲載依頼表」をご提出ください。 

＊サークルのことを知りたい方のために 令和６年度会員募集中グループ一覧表を作成します。 
＊新規に掲載を希望するグループは大東公民館窓口にある「掲載依頼票」に必要事項をご記入の上、 

公民館窓口または FAX にて、ご提出ください。 
＊令和５年度に掲載されているグループで記載事項に変更がある場合も、「掲載依頼票」をご提出ください。 

ご提出がない場合は、令和５年度の記載内容をそのまま令和６年度に掲載させていただきます。 

 ＊今月の休館日 ３月２９日（金） 

 新年度になり代表者や連絡先担当者などが変更になったグループは公民館窓口で変更の手続きを 
お願いします。 
手続きの方法など詳しくは、公民館窓口へお問い合わせください。 

＊掲載されている事業は中止や延期等、変更になる場合があります。 

利用者登録変更申請について 

 今回は、大東公民館の歩みを、「公民館だより」から見て行きます。 

 当公民館に現存する最古の「公民館だより」は、昭和５７年４月号です。４月１０日発行で通算第１１号とあります。また、表面の上部に「回覧」 

の文字が。現在は全戸配布のためこの表記はありません。そして、平成４年４月号まで、すべて手書きです。当初横書きでしたが、昭和５７年７月号 

から縦書きに。その後もこの変更を繰り返し、令和の現在は横書きです。 

 昭和５９年度の地区文化祭では、公民館グループの方々は原則として、役員として祭りを支える役を担い、一般の地域住民が参加する形をとってい

ます。公民館グループ対象としては、同年度末の 2 月に「地域活動の輪を広げよう」をテーマに「第２回グループ作品展 発表会」が開催されていま

す。今も続く「やまびこ学級」では昭和６０年１０月１日に、栃木方面へのバス旅行が計画されました。 

また、相談事業も活発です。昭和５８年２月号の健康相談と乳児相談の案内から始まり、昭和６０年１２月号から新たに、「心配ごと相談」が加わ

ります。この「心配ごと相談」は、毎月１回 基本は第１木曜日午後１時半から３時半まで 相談員は、社会福祉協議会相談所の相談員と当公民館の

館長です。内容として年金や結婚、離婚、教育、福祉などです。平成２年１月号まで続きます。「教育相談」は昭和６３年１２月号の相談コーナーに

初めて登場しますが、これも平成２年１月号で終了します。平成５年２月号以降の相談事業は、健康相談と乳児健康相談が中心となりました。 

 昭和６２年８月号 今につながる記事を発見しました。「巣立ち」という一文です。文責がないので、どなたが書かれたか不明ですが、こんな内容

です。「燕尾服姿のツバメが館の軒先に巣を営んだのが６月５日 そして抱卵 ７月１０日の朝、巣と雛４羽が落下しているのを〇〇ご夫妻が発見、

新たに藁で巣をつくってやる。一時はどうなることかと心配したが、１週間後子どもたちは元気に巣立っていった。（後略）」この光景は今でも春から

夏にかけてみることができます。 

 平成の時代になり、館報の標題を「公民館だより」から大東地区の地図上の形を背景におさめ、「だいとう」に改めています。その思いが編集後記

に。「大東公民館区の対象地域をあらわしています。木崎、瀬ケ崎、領家、駒場、大東地域です。住みよい地域社会をめざす生涯学習の拠点という意

味を象徴しました。」と。 

  平成元年１２月号館報「だいとう」に、「『創立記念式典』盛会に幕を閉じる。」という記事があります。ここにこんな一文があります。「一つの館

にも歴史があり、貢献された先達者がおり、苦心されたその足跡が一つの時の流れに刻み込まれていく。一つの館の歴史は、一つの地域の文化振興の

歴史である。」まさにこれは至言です。私たちはとかく目の前の見えることだけから課題や方策を考えがちですが、そのヒントはすでに先人が示して

くれているようです。カタカナ言葉が氾濫する中、とかく目新しいものに目を奪われがちですが、歴史を振り返ることで新たな発見があるとの思いを、

本稿を通して改めてかみしめているところです。            

令和 6 年３月 文責 大東公民館 館長 佐々木 克己 
 


